
目

次

告

示

○
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る

業
務
を
行
う
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
若
者
定
着

還
流
促
進
課
）
…
一

○
青
森
県
自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生
に
関
す
る

条
例
に
基
づ
く
共
生
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
政
策
課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
二

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
ブ
ラ
ン
ド
･

流
通
推
進
課
）
…
二

○
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
消
防
保
安
課
）
…
四

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
県
土

整
備
事
務
所
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
県
土

整
備
事
務
所
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
県
土

整
備
事
務
所
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
号
外
第
三
十
三
号
教
育
委
員
会
中
qqqqqqqqq（
学
校
教
育
課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
百
四
十
二
号

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
を
指
定
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

住

所

事
務
所
の
所
在
地

指
定
に
係
る
地
域

指
定
年
月
日

社
会
福
祉
法

人
み
ち
の
く

福
祉
会

む
つ
市
大
字

奥
内
字
大
室

平
九
一
の
一

む
つ
市
小
川
町
一

丁
目
一
五
の
三
一

む
つ
市
、
大
間
町
、

東
通
村
、
風
間
浦
村

及
び
佐
井
村
の
区
域

令
和
八
年
四
月

一
日

青
森
県
告
示
第
百
四
十
三
号

青
森
県
自
然
・
地
域
と
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
三
月
青
森

県
条
例
第
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
共
生
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
八
年
三

月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
環
境
政
策
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
四
十
三
号

令
和
八
年三

月
二
十
三
日

（
月
曜
日
）



令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

市
町
村
名

区

域

東

通

村

大
字
蒲
野
沢
字
大
森
一
の
二
、
一
の
三
、
一
の
四
、
一
の
五
、
二
の
二
及
び

二
の
三

大
字
尻
労
字
長
石
倉
一
の
二
並
び
に
同
大
字
字
北
野
沢
一
の
三
、
一
の
八
、

一
の
九
、
一
の
一
〇
及
び
一
の
一
一

大
字
白
糠
字
入
込
山
国
有
林
三
五
二
林
班
ろ
二
小
班
及
び
ろ
三
小
班
、
三
五

八
林
班
は
一
小
班
、
へ
一
小
班
、
ほ
一
小
班
及
び
ろ
小
班
、
三
五
九
林
班
と

小
班
及
び
へ
小
班
、
三
六
一
林
班
イ
小
班
及
び
と
小
班
、
三
六
二
林
班
イ
小

班
、
に
小
班
、
ほ
小
班
及
び
ロ
小
班
、
三
六
三
林
班
イ
小
班
、
る
小
班
、
ろ

一
小
班
、
ろ
二
小
班
、
ろ
三
小
班
及
び
ろ
四
小
班
、
三
六
六
林
班
い
二
小

班
、
と
二
小
班
及
び
ぬ
小
班
、
三
六
八
林
班
い
二
小
班
、
ち
小
班
、
と
小

班
、
は
一
小
班
、
へ
一
小
班
、
へ
二
小
班
及
び
ろ
一
小
班
並
び
に
三
七
〇
林

班
は
一
小
班
及
び
ろ
小
班

青
森
県
告
示
第
百
四
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

合
同
会
社
再

び

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

下
富
田
四
の
三
三
就
労
定
着

支
援

就
労
定
着
支

援
事
業
所
Ｒ

Ｅ
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｙ
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

下
富
田
四
の
三
三
令
和八･
四･一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
藤
崎
町
社

会
福
祉
協
議

会

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
常
盤
字
富
田

七
〇
の
一

居
宅
介

護
・
重
度

訪
問
介
護

藤
崎
町
社
協

ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
常
盤
字
富
田

七
〇
の
一

令
和八･
三･三一

株
式
会
社
ア

ド
バ
ン
ス

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
三
丁
目
四
の
二

八

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
就
労
継
続
支

援
Ａ
型
事
業

所
「
あ
ど
ば

ん
す
」

弘
前
市
大
字
撫
牛

子
三
丁
目
四
の
二

八

〃

社
会
福
祉
法

人
内
潟
療
護

園

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
深
郷
田
字
甘

木
一
二
〇
の
二

自
立
訓
練

（
機
能
訓

練
）

う
ち
が
た
工

房

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
田
茂
木
字
若

宮
一
九
三
三

〃

青
森
県
告
示
第
百
四
十
六
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
を
し
た
の
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で
、
同
法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

開

設

者

地

方

卸

売

市

場

変

更

認
定
年
月
日

名

称

住

所

名

称

位

置

取
扱
品
目

株
式
会
社

五
所
川
原

中
央
青
果

五
所
川
原
市

大
字
広
田
字

柳
沼
六
一
の

一

地
方
卸
売

市
場
株
式

会
社
五
所

川
原
中
央

青
果

五
所
川
原
市

大
字
広
田
字

柳
沼
六
一
の

一

生
鮮
食
料
品

（
野
菜
、
果
実
）
令
和
八･
三･
九

白
糠
漁
業

協
同
組
合

下
北
郡
東
通

村
大
字
白
糠

字
向
流
一
〇

九

地
方
卸
売

市
場
白
糠

魚
市
場

下
北
郡
東
通

村
大
字
白
糠

字
向
流
一
〇

九

鮮
魚
介
類
、
冷

凍
魚
介
類
、
塩

干
及
び
加
工
品

類
、
海
藻
類
及

び
海
獣
類

八･
三･一一

青
森
県
告
示
第
百
四
十
七
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

計
画
図
変
更
の
要
旨

変
更
の
内
容

変
更
に
係
る
区
域
の
面
積

関
係
市
町
村
名

森
林
地
域
の
縮
小

110.3ha
青
森
市
、
十
和
田
市
、
深
浦
町
、

七
戸
町
、
六
戸
町
、
東
北
町
、

お
い
ら
せ
町
、
南
部
町

青
森
県
告
示
第
百
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
板
柳
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
八
年
三
月
十
一
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

板
柳
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
六
月
七
日
青
森
県
告
示
第
四
百
十
八
号
）
の

事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

汚
水
計
画
に
お
い
て
、
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
令
和
三
年
六
月
七
日
青
森
県
告

示
第
四
百
十
八
号
）
の
事
業
地
の
う
ち
、
大
字
灰
沼
字
東
、
大
字
赤
田
字
松
下
、
字
品
吉
、
大

字
三
千
石
字
二
潟
、
字
五
十
嵐
、
字
木
賊
、
大
字
福
野
田
字
常
盤
、
大
字
野
中
字
竹
田
、
字
亀

田
、
字
鶴
住
、
大
字
石
野
字
春
日
、
字
田
毎
、
字
宮
本
、
大
字
辻
字
岸
田
、
字
福
岡
、
字
松

元
、
大
字
小
幡
字
宮
本
、
字
柳
川
、
大
字
掛
落
林
字
前
田
、
大
字
深
味
字
西
西
田
、
字
東
西

田
、
字
岡
部
、
大
字
長
野
字
北
村
元
、
大
字
横
沢
字
東
宮
元
の
各
一
部
に
お
い
て
事
業
地
を
変

更
す
る
。
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青
森
県
告
示
第
百
四
十
九
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百

四
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
認
定

し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の
氏
名

住

所

認

定

年
月
日

つ
が
る
に
し
き
た
農
業

協
同
組
合

山
中

満
春

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
幾
世
七

の
四

令
和八･
三･一一

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ダ
イ
キ
ョ
ウ

二

代
表
者
の
氏
名

堤
文
仁

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
佃
二
丁
目
二
二
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
六
）
第
一
五
〇
七
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
奈
良
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

奈
良
悦
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
大
字
牡
丹
平
字
村
ヨ
リ
西
一
〇
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
八
九
二
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
及
び
解
体

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。
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令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

ナ
ビ
ワ
ー
ク

二

氏
名

長
見
美
津
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
門
外
三
丁
目
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
四
）
第
二
〇
〇
一
三
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

岡
本
塗
装

二

氏
名

岡
本
正
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
上
名
久
井
字
後
ノ
沢
七
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
七
）
第
一
七
四
六
六
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

皆
野
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

皆
野
文
信

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
栗
山
町
八
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
一
〇
一
四
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
二
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
六
年
五
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
京
堂

二

代
表
者
の
氏
名

内
田
征
吾

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
金
谷
一
丁
目
九
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
六
〇
〇
一
五
四
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
今
井
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

今
井
雄
亮

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
大
畑
町
上
野
六
〇
の
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
五
）
第
六
〇
〇
二
六
二
号

五

取
消
年
月
日

令
和
八
年
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
八
年
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭

学

校

教

育

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区
分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
七･
三･三一

号
外
第
三
三
号

規
則

第
四
号

二

上

後
ろ
か
ら

八

第
三
条
第
二
項
第
一
号
中

第
三
条
第
二
項
中


